
【第一次補正】

●医師派遣緊急促進事業 5,921,875千円

都道府県医療対策協議会の派遣調整に基づき、医師派遣を行う医師派遣協力医療機関（派遣元医療都道府県医療対策協議会の派遣調整に基づき、医師派遣を行う医師派遣協力医療機関（派遣元医療
機関）が、医師を派遣することによる逸失利益に対して、それに相当する額を助成する。

（対象経費） 医師を派遣することによる逸失利益に相当する経費
（補 助 先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）
（補 助 率） 県内派遣：１／２（国1/2、都道府県1/4、事業主1/4）

緊急臨時的医師派遣：３／４（国３／４、都道府県１／４）
（積算単価） 1,250千円／月

（担当課：指導課）

●医師事務作業補助者設置事業 678,854千円

医師の業務負担を軽減するために、書類記載、オーダリングシステムへの入力などを行う医師事務作
業補助者の設置・充実を図る。

（対象経費） 代替職員賃金
（補 助 先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）
（補 助 率） １／２（国１／２、都道府県１／２）
（積算単価） 2,172千円／１か所 （担当課：医事課）
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●短時間正規雇用支援事業 466 115千円●短時間正規雇用支援事業 466,115千円

「短時間正規雇用」の導入により、勤務医の過重労働の軽減及び女性医師の出産・育児等と勤務との
両立を可能とし、医師の離職防止・復職支援を図り、医療機関における医師を安定的に確保する。

（対象経費） 代替医師雇上謝金
（補 助 先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）
（補 助 率） １／３（国１／３、都道府県１／３、事業者１／３）
（積算単価） 2 130千円／１か所（積算単価） 2,130千円／１か所

(担当課：医事課)

●病院内保育所施設整備事業 156,021千円

女性医師及び看護職員等の離職の防止・復職支援のため、病院内保育所の保育環境の改善を図るた
めの病院内保育所の改築工事に対し 必要な費用の一部を助成するめの病院内保育所の改築工事に対し、必要な費用の一部を助成する。

（対象経費） 老朽化等の病院内保育所の増改築に要する工事費、工事請負費
（対象か所数） ５３か所
（補 助 先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（自治体立の病院・診療所を除く）
（補 助 率） １／３（国１／３、事業者２／３）
（積算単価） 収容定員（上限30人）×５㎡×基準単価

（例：20人×５㎡×145,700円＝14,570千円）
(担当課：看護課）
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●管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援事業 582,534千円

救急患者に対し 地域全体でトリア ジ（重症度 緊急性等による患者の区分）を行い 院内の各診療救急患者に対し、地域全体でトリアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、院内の各診療

科だけでなく、地域全体の各医療機関の専門性の中から、病状に応じた適切な医療を提供できる医療機
関又は院内の診療科へ効率的に振り分ける体制の整備を図る。

・管制塔を担う病院
（対象経費） 医師等の人件費
（補 助 先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）
（補 助 率） １／３(負担割合:国1/3、都道府県1/3、事業主1/3) 
（積算単価） 22,779千円／１施設

支援病院・支援病院
（対象経費） 医師人件費、空床確保費
（補 助 先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）
（補 助 率） １／３(負担割合:国1/3、都道府県1/3、事業主1/3) 
（積算単価） 9,966千円／１施設,

（担当課：指導課）

●基幹災害医療センター施設整備事業、地域災害医療センター施設整備事業医
療提供体制施設整備交付金 10,733,050千円の内数

医療施設の耐震化を一層促進するため、医療提供体制施設整備交付金の事項のうち、基幹災害医
療センター施設整備事業及び地域災害医療センター施設整備事業の調整率の嵩上げを行う。療センタ 施設整備事業及び地域災害医療センタ 施設整備事業の調整率の嵩上げを行う。

（対象経費） 耐震化工事費
（補 助 先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者（公立除く））
（調 整 率） ０．３３ → ０．５０
（基 準 額） 2,300㎡×32,700円＝75,210千円 （担当課：指導課）
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【第二次補正】

●緊急へリポート施設整備事業 1,101,119千円

ドクターヘリを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性に鑑み、ドク

ターヘリを用いた救急医療の全国的な確保を図るため、管制塔機能を担う医療機関にヘリポートを設置タ リを用 た救急医療の全国的な確保を図るため、管制塔機能を担う医療機関 リポ トを設置
する場合に必要な費用を助成。

（対象経費） ヘリポート設置工事費
（補 助 先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）
（補 助 率） ／ （国 ／ 事業主 ／ ）（補 助 率） １／３（国１／３、事業主２／３）
（積算単価） 36,909千円／１か所

（担当課：指導課）

●災害派遣医療チーム体制設備整備事業 1,114,633千円

災害時の初期対応を行う災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が携行する通信装置及び災害時の救急医療災害時の初期対応を行う災害派遣医療チ ム（ＤＭＡＴ）が携行する通信装置及び災害時の救急医療
に必要となる資機材の整備に必要な費用を助成。

（対象経費） 医療機器購入費等
（補 助 先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）
（補 助 率） １／２（国１／２、都道府県１／２）
（積算単価） 6,227千円／１か所

（担当課：指導課）
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●看護師等協働推進研修 デ 事業 101 60千円●看護師等協働推進研修モデル事業 101,760千円

看護師等が専門性を発揮する機会の増大を図るため、医師と看護師等の協働を推進する効果的・効
率的な研修方法及び連携方法等に関するモデル研修の実施に必要な経費を助成する。率的な研修方法及び連携方法等に関するモデル研修の実施に必要な経費を助成する。

（対象経費） 講師謝金、旅費、印刷製本費、備品購入費、消耗品費
（補 助 先 ） 医療機関
（補 助 率 ） 定 額
（積算単価） 千円／ か所（積算単価） ５，０８８千円／１か所

（担当課：看護課）
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平成２１年度補正予算
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地域医療再生基金の概要

救急医療の確保 地域の医師確保など 地域における医療課題の解決を図るため 都道府

総額3,100億円

救急医療の確保、地域の医師確保など、地域における医療課題の解決を図るため、都道府
県が策定する計画（地域医療再生計画）に基づく都道府県の取組を支援

計画 経費

○ 計画の対象地域は、二次医療圏が基本。ただし、周辺
の地域を含めるなど、柔軟な設定が可能。

計画

○ １地域につき100億円(10箇所以
内)又は30億円を上限に分配。

経費

○ 複数年度（25年度末まで）にわたる取組を支援。
※ 施設整備については25年度末までに着工すれば可。

○ 県ごとに 地域の実情に応じて 自由に事業を決定

○ 補助率は設定しておらず、県に
一律に新たな負担は求めない。

○ 県ごとに、地域の実情に応じて、自由に事業を決定。
・ 施設・設備整備費、運営費ともに使用可能。
・ 県全体で実施した方が効果的な事業（医師確保事業

等）は、県全体を対象として実施することも可能。

○ 新規・拡充ならば、国庫補助事
業の地方負担分への充当も可能。

手続の流れ

①計画の提出（順次）
(～10月中旬頃まで)

有識者による
協議会

( 10月中旬頃まで)

②計画の審議（順次）

随時相談

都 道 府 県 厚労省

③交付金の交付
(計画承認後順次)

基金
②計画の審議（順次）
(～11月下旬頃まで)

※ 大型案件は別途調整
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現状 実施後

地域医療再生計画モデル例（救急・周産期医療等に重点化）

Ａ病院（３５０床）
Ａ病院

医師事務作業補助者
の採用現状 実施後

救命救急センター化
（入院機能の強化及び外来機能の縮小）

Ａ病院

３５０床）

診療所

Ｂ病院
(１４０床)

の採用

救急医療情報システムと周産期救急情報
Ｂ病院（１００床）

在宅医療Ｃ病院
（ 床）

Ｄ病院

救急医療情報システムと周産期救急情報
システムの連携

機能転換等のうえ、回復期
リハ機能を担う

ﾈｯﾄﾜｰｸ化

（１６０床）

Ｅ病院

病院
(１５０床)

病床転換に伴う一時的
な収入減に対する支援

Ｃ病院（１００床）
機能転換等のうえ、地域周産期母
子医療センターの後方施設化

地域医療支援センター

Ｅ病院
（２００床）

Ｄ病院（１５０床）
管制塔機能を担う＋休日
夜間急患センターの設置

関係者による協議会の開催課 題

医師等の支援

○ 地域の医療資源が不足

○ 施設間で機能分化と連携ができていない

関係者 協議 開催

地域連携パスの策定

課 題

在宅医療 寄附講座

奨学金○ 役割分担の明確化、連携体制の構築
・ 救急やハイリスク分娩等に対応する拠点病院化

方 策

大学

Ｅ病院（２５０床）
地域周産期母子医療センター化・小児
救急医療センター化のための増床
（入院機能の強化及び外来機能の縮小）

救急やハイリスク分娩等に対応する拠点病院化
・ 回復期医療等を担う病院の確保 等

○ 県・大学の共同での医師のプール制、地域での
研修プログラムの開発

医師等の支援
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